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「
継
続
歯
が

脱
落
し
た
か
ら

付
け
て
く
れ
」

と
妻
が
言
う
の

で
診
る
と
、
垂
直
に
先
ま
で

根
が
破
折
し
て
い
た
。「
無

理
や
。
２
日
も
持
た
ん
よ
」

と
言
い
な
が
ら
も
「
体
験
す

れ
ば
分
か
る
や
ろ
う
」
と
再

装
着
し
た
ら
案
の
定
、
半
日

も
持
た
な
か
っ
た
。

　

子
宮
が
ん
を
子
宮
筋
腫
と

勝
手
に
決
め
て
、
綺
麗
盛
り

だ
っ
た
40
〜
50
代
を
入
退
院

で
棒
に
振
り
な
が
ら
、
そ
の

苦
い
経
験
か
ら
学
習
せ
ず
自

己
診
断
癖
は
治
っ
て
い
な

い
。「
付
け
方
が
悪
い
か
ら
取

れ
る
ん
や
。
以
前
は
２
年
以

上
持
っ
た
。
安
易
に
抜
歯
を

言
う
歯
医
者
に
は
頼
ま
ぬ
」

と
悪
態
を
つ
き
な
が
ら
、
息

子
の
医
院
へ
転
医
し
た
。

　

息
子
が
難
儀
し
よ
う
が
こ

れ
も
修
行
や
と
放
っ
て
お
い

た
ら
、
翌
日
に
抜
い
て
も
ら

っ
て
ケ
ロ
リ
と
し
て
い
た
。

人
の
心
は
、
時
あ
る
い
は
場

所
と
い
う
独
立
変
数
の
値
で

決
ま
る
従
属
変
数
な
の
か
。

　

わ
が
ま
ま
患
者
と
い
う
の

は
相
手
の
医
者
次
第
で
、
相

手
が
変
わ
る
と
従
順
な
患
者

に
も
変
貌
す
る
ら
し
い
と

は
、
歯
科
医
歴
50
年
を
超
え

て
初
め
て
知
っ
た
。
学
習
余

地
の
あ
る
私
は
ま
だ
現
役
を

続
け
ら
れ
そ
う
だ
。

失
わ
れ
た
16
年
と
特
定
療
養

保険で良い歯科を求めて

過去

未来
現在現在

③・

・
宇
佐
美
宏
保
団
連
歯
科
代
表
に
聞
く

―
―
歯
科
の
１
９
８
０
年
代

は
ど
の
よ
う
な
時
代
だ
っ
た

か
。

　

80
年
以
降
、
政
府
は
「
臨

調
行
革
」
の
下
で
診
療
報
酬

に
新
た
な
財
源
を
設
け
ず
、

薬
価
引
き
下
げ
分
を
技
術
料

に
振
り
替
え
る
こ
と
な
ど
で

対
応
す
る
路
線
を
敷
い
た
。

そ
の
な
か
で
歯
科
は
蚊
帳
の

外
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
を
境

に
診
療
報
酬
改
定
の
た
び
に

医
科
改
定
率
と
の
格
差
が
生

じ
、「
歯
科
の
失
わ
れ
た
16

年
」
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
間

の
改
定
率
を
累
積
す
る
と
、

医
科
48
・
９
㌽
、
歯
科
23
・
４

㌽
に
な
る
。
歯
科
改
定
率
は

医
科
の
半
分
以
下
と
い
う
非

常
に
厳
し
い
時
代
だ
っ
た
。

―
―
当
時
、
導
入
さ
れ
た
特

定
療
養
費
制
度
（
特
療
）
の

問
題
点
は
。

　

83
年
、
当
時
の
林
義
郎
厚

生
相
が
「
今
後
の
医
療
政
策

―
―
視
点
と
方
向
」
を
発

表
。
給
付
す
る
医
療
の
基
準

を
決
め
て
、
そ
れ
以
上
は
公

的
保
険
か
ら
給
付
し
な
い
と

い
う
考
え
を
示
し
た
。
こ
の

提
起
に
基
づ
き
、
政
府
は
84

年
に
健
康
保
険
法
を
改
悪
。

健
保
本
人
負
担
の
原
則
２
割

化
と
共
に
特
療
を
導
入
し
、

混
合
診
療
を
法
的
に
認
知
し

た
。

　

歯
科
分
野
で
特
療
に
指
定

さ
れ
た
の
は
、
前
歯
部
の
鋳

造
冠
修
復
や
歯
冠
継
続
歯
に

使
用
す
る
金
合
金
ま
た
は
白

金
加
金
だ
。
金
パ
ラ
の
価
格

分
は
保
険
で
給
付
し
、
残
り

の
材
料
差
額
を
患
者
か
ら
徴

収
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
保

険
給
付
の
拡
大
を
抑
え
、
歯

科
の
低
診
療
報
酬
を
温
存
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

国
民
負
担
増
の
路
線
が
強

ま
る
中
で
、「
保
険
で
良
い

入
れ
歯
を
」
の
運
動
が
全
国

的
に
拡
大
す
る
。
厚
生
省
は

運
動
を
逆
手
に
と
り
、「
国

民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
」
と

し
て
94
年
に
金
属
床
総
義
歯

を
特
療
に
組
み
入
れ
た
。
単

な
る
材
料
差
額
と
は
異
な

り
、
各
医
院
の
金
属
床
総
義

歯
の
価
格
か
ら
保
険
総
義
歯

の
給
付
費
を
差
し
引
き
、
残

り
を
患
者
か
ら
徴
収
す
る
形

を
と
っ
た
。

　

金
属
床
総
義
歯
の
特
療
化

は
、
70
年
代
に
歯
科
界
を
揺

る
が
し
た
「
技
術
料
差
額
」

の
法
制
化
と
い
え
る
。
背
景

に
は
、
治
療
費
の
高
い
歯
科

補
綴
の
給
付
範
囲
を
制
限

し
、
保
険
か
ら
締
め
出
そ
う

と
い
う
政
府
の
思
惑
が
付
き

ま
と
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
日
歯
は
93
年
の

代
議
員
会
で
特
療
の
活
用
に

つ
い
て
合
意
。
政
府
の
特
療

拡
大
政
策
を
受
け
入
れ
た
。

患
者
負
担
の
増
大
で
低
診
療

報
酬
を
打
開
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　

現
在
の
歯
科
の
困
窮
状
態

は
、
保
険
診
療
と
自
由
診
療

の
２
本
立
て
を
続
け
て
き
た

こ
と
が
大
き
な
原
因
だ
。
保

険
と
自
費
で
経
営
を
成
り
立

た
せ
る
「
ト
ー
タ
ル
バ
ラ
ン

ス
」
論
と
い
う
口
実
を
厚
労

省
に
与
え
、
低
診
療
報
酬
が

正
当
化
さ
れ
て
き
た
か
ら

だ
。
自
由
診
療
や
混
合
診
療

に
活
路
は
な
い
。
こ
の
こ
と

を
私
た
ち
は
肝
に
銘
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
つ
づ
く
）

☞特定療養費制度
　国が定めた一部の自由診療に
限って保険診療との組み合わせ
を認める制度で、①厚生相が定
める療養の差額徴収②高度先進
医療――の二つのカテゴリーが
ある。①は患者が特別なサービ
スや治療材料を選択した場合、
保険診療との差額分を患者から
徴収する。入院時の差額ベッド
など。②は特定承認保険医療機
関で受ける高度先進医療が対
象。現在は保険外併用療養費制
度に改変。

　保険請求のご相談や年金・休
業保障制度のお問い合わせは直
通番号をご利用ください。
社保研究部  06-6568-7467
共　済　部  06-6568-7438

協会直通番号のご案内

質
問
が
あ
っ
た
。

　

５
号
議
案
で
は
、
新
た
に

５
人
の
理
事
を
含
む
理
事
・

監
事
体
制
を
提
案
し
た
。

　

各
質
問
に
小
澤
力
理
事
長

と
三
井
泰
正
副
理
事
長
が
答

弁
し
た
上
で
、
原
案
通
り
１

号
議
案
は
賛
成
多
数
で
、
２

〜
５
号
議
案
は
全
員
一
致
で

可
決
し
た
。
最
後
に
決
議
を

採
択
し
た
。

（
２
面
に
決
議
全
文
、
３
面

に
理
事
・
監
事
一
覧
を
掲
載
）

田
裕
志
副
理
事
長
が
提
案
し

た
。
各
議
案
を
審
議
の
上
、

全
員
一
致
で
可
決
。
平
川
光

彦
氏（
吹
田
市
）が
議
長
を
、

張
村
善
紀
氏
（
堺
市
）、
南

端
理
伸
氏
（
大
正
区
）
が
副

議
長
を
そ
れ
ぞ
れ
務
め
た
。

来
に
関
わ
る
法
改
正
に
対
す

る
見
解
、
16
年
度
の
会
計
処

理
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

小
澤
理
事
長
、
三
井
副
理
事

長
が
そ
れ
ぞ
れ
答
弁
し
た
。

　

５
号
議
案
で
は
事
務
局

長
、名
誉
役
員
に
つ
い
て
、吉

係
る
研
修
会
を
契
機
と
し
た

入
会
が
多
く
あ
り
、
会
費
、

入
会
金
収
入
が
目
標
達
成
し

た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、
第
７
次

改
正
医
療
法
、
介
護
関
連
法

の
制
定
な
ど
歯
科
医
療
の
将

理
事
長
に
小
澤
力
氏
を
、

副
理
事
長
に
辻
本
勝
、
戸

井
逸
美
、
冨
本
昌
之
、
三

井
泰
正
、
吉
田
裕
志
各
氏

を
選
出
し
た
。
い
ず
れ
も

留
任
。

　

協
会
は
、
５
月
20
日
の

第
53
回
通
常
評
議
員
会
で

２
０
１
７
・
18
年
度
の
理

事
・
監
事
を
選
出
し
た
こ

と
を
受
け
、
同
日
夜
に
開

い
た
第
３
回
理
事
会
で
、

結
成
▽
自
治
体
要
請
を
重
ね

て
子
ど
も
医
療
費
助
成
の
対

象
範
囲
を
拡
大
―
―
し
た
こ

と
な
ど
を
報
告
し
た
。

　

方
針
で
は
、
①
住
民
の
暮

ら
し
、
い
の
ち
、
健
康
を
守

り
、
発
展
さ
せ
る
活
動
②
社

会
保
障
制
度
を
守
り
、
拡
充

す
る
活
動
③
会
員
の
経
営
と

権
利
を
守
る
活
動
④
憲
法
と

平
和
・
民
主
主
義
を
守
る
活

動
⑤
会
員
が
頼
れ
る
強
く
大

き
な
協
会
づ
く
り
―
―
の
５

項
目
の
柱
を
説
明
。
社
会
保

障
制
度
の
改
悪
反
対
や
大
阪

府
の
福
祉
施
策
の
充
実
を
通

じ
、
歯
科
医
院
の
経
営
と
府

民
の
健
康
を
守
る
取
り
組
み

を
進
め
る
と
し
た
。

　

２
号
議
案
「
16
年
度
決
算

報
告
案
お
よ
び
16
年
度
監
査

報
告
」、
３
号
議
案
「
16
年

度
収
支
差
額
処
理
案
」、
４

号
議
案
「
17
年
度
予
算
案
」

に
つ
い
て
、
三
井
泰
正
副
理

事
長
が
報
告
。
施
設
基
準
に

は
、
▽
政
治
的
な
問
題
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
（
宇
治
田

竜
一
氏
、
大
阪
市
東
部
地

区
）
▽
平
和
憲
法
を
守
ろ
う

（
門
奈
丈
石
氏
、
大
阪
市
南

部
地
区
）
―
―
な
ど
の
発
言

が
あ
っ
た
。

　

２
号
議
案
「
決
算
報
告

案
」、
３
号
議
案
「
収
支
差

額
処
理
案
」、
４
号
議
案

「
17
年
度
予
算
案
」
に
関
し

て
は
、
地
区
援
助
金
の
未
執

行
分
の
取
り
扱
い
（
勝
藤
大

輔
氏
、
泉
州
地
区
）
な
ど
の

　

協
会
は
第
53
回
通
常
評
議

員
会
を
５
月
20
日
、
Ｍ
＆
Ｄ

ホ
ー
ル
で
開
い
た
。
２
０
１

７
・
18
年
度
方
針
や
決
算
・

予
算
、理
事
・
監
事
な
ど
、全

議
案
を
可
決
し
た
。
①
社
会

保
障
の
充
実
で
地
域
医
療
を

守
ろ
う
②
「
立
憲
主
義
」

「
平
和
」
の
一
点
で
の
協
力

・
共
同
を
―
―
と
す
る
二
つ

の
決
議
を
採
択
し
た
。

　

１
号
議
案
「
情
勢
、
15
・

16
年
度
総
括
、
17
・
18
年
度

方
針
」
に
つ
い
て
の
質
疑
で

を
守
り
、
国
民
の
豊
か
な
生

活
を
求
め
る
運
動
が
重
要
に

な
る
」
と
訴
え
た
。

　

１
号
議
案
「
情
勢
、
15
・

16
年
度
総
括
、
17
・
18
年
度

方
針
」
に
つ
い
て
冨
本
昌
之

副
理
事
長
が
提
案
。
▽
診
療

報
酬
改
善
を
求
め
て
積
極
的

に
国
会
要
請
行
動
を
実
施
▽

個
別
指
導
帯
同
弁
護
士
団
を

者
に
自
己
責
任
型
の
生
活
を

迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
社
会

保
障
は
未
曽
有
の
改
悪
に
進

ん
で
い
る
と
指
摘
。「
社
会

保
障
改
善
の
た
め
に
は
平
和

　

小
澤
力
理
事
長
は
あ
い
さ

つ
で
、
来
年
は
医
療
・
介
護

の
同
時
改
定
と
な
る
。
政
府

は
医
療
費
削
減
の
た
め
に
自

助
・
互
助
を
強
調
し
、
高
齢

　

協
会
は
第
53
回
定
期
総
会
を
５
月
28
日
、
大
阪
市

内
で
開
き
、
国
民
本
位
の
政
治
に
変
え
て
い
く
た
め

に
５
項
目
の
柱
を
掲
げ
た
２
０
１
７
・
18
年
度
方
針

や
、
決
算
案
、
予
算
案
な
ど
、
す
べ
て
の
議
案
を
可

決
し
た
。
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
を
大
阪
連
絡
会
と

共
催
し
た
記
念
講
演
で
は
、
精
神
科
医
の
香
山
リ
カ

氏
が
「
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
フ
シ
ギ
な
関
係
」
を
テ

ー
マ
に
話
し
、
３
０
０
人
超
が
参
加
し
た
。

評議員会

第３回
理事会

理
事
・
監
事
を
選
出

理
事
長
に
小
澤
力
氏
を
選
出

社
会
保
障
・
平
和
問
題
で
決
議

第53回定期総会

国
民
本
位
の
社
会
保
障
へ

活
動
方
針　

５
項
目
の
柱
を
決
定

香
山
リ
カ
氏
の
記
念
講
演
・
市
民
講
座
に
は
、
３
０
０
人
超
が

参
加
し
た
＝
５
月
28
日
、
大
阪
市
内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


